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午前９時５７分　開会 

○委員長（山元経穂君）　皆様、おはようございます。 

ただいまの出席委員は１１名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから、

第２回決算特別委員会を開催いたします。 

本日は、総務部、会計課、監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び企画部、農業委

員会の集中審査でございます。委員会がスムーズに行われますよう、委員の皆様のご協力

をお願い申し上げます。審査の方法については、第１回の委員会で確認したように、ペー

ジを追って、これもまた以前も説明しましたが、歳入については款又は項、費目ごとに、

歳出については項又は目ごとに進めていきたいと思います。本委員会は、各会計の令和６

年度予算が適正に執行されたかどうかを具体的に審査するものであります。したがって、

質疑については、令和６年度予算の執行を中心に収支は適法であるかどうか、予算が所期

の効果を上げたかどうか、将来の財政運営に反映させる事項はないかといった視点を持っ

て要点をまとめて、一問一答で質疑していただくようお願いいたします。また、説明員の

方に申し上げます。答弁は質疑に対して、的確にされるようお願いいたします。なお、発

言の際は職名をはっきり述べ、挙手をして発言を求め、マイクを利用して行うようお願い

いたします。また、質疑、答弁は着席されたままで行ってください。人件費全般につきま

しては、総務部の審査の中でお願いいたします。 

それでは、レジメに沿って、総務部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会

から始めていきたいと思います。皆さん、タブレットと紙でこちらの表がありますね。こ

れに基づいて、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず最初に、款、市税で１の市民税から５の入湯税までの間で、説明のところに記載が

ある項で質疑のある方はお願いいたします。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　まず、２点ありますけど、市民税と固定資産税に行きますけども、

まず、市民税から滞納の執行についてお尋ねします。これは５３ページの滞納処分、市民

税の滞納がありますけれども、それと決算資料も出させていただいて、この委員会資料で

は１０ページに市民税の滞納の処分状況といいますか、差し押さえ等が出されておりまし
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て、それから固定資産税の件数とか、滞納者の件数ですね、所得状況なんかは８ページ等々

で資料を出してもらっています。そこでお尋ねしたいのは、決算資料の１０ページにある

市民税の滞納処分についてなんですが、１つは執行停止、市民税の執行停止が２００件あ

って、金額もそこに２，２００万円余り停止になっております。これと同じように固定資

産税の滞納処分もありますけれども、そういった執行停止と主な理由と対策といいますか

ね、２００件あって、その対策をどういうふうにされているのかをお尋ねしておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　税務課長。 

○税務課長（向井聡司君）　まず、執行停止でございます。こちらは市税２００件で、２，

２３０万円程度、執行停止をかけております。こちらはまだ不納欠損がかかってないもの

でございまして、こちらは主に財産がないという方、それから、生活の困窮が見込まれる

と、例えば、差し押さえれば生活が苦しくなるという方、それから住所又は財産が不明の

場合、こういう方を対象に２，２３０万円ほど執行停止ということになっております。 

それから、なかなか数字が上がらないのではないかということなのですけれども、こち

らは例えば１００円あって２４円差し押さえたら２４％のことになりますけれども、そこ

までないと。例えば、２４円を３回給料を押さえれば、まあまあほぼ１００円に近くなる

という考え方でやっておりますので、どうしても差し押さえて収納する率というのは下が

ってくるというふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　今の説明で市税の滞納、執行停止の内容をちょっと伺いましたけれ

ども、特にこういった処分、執行停止ということで内容が要するに生活に困っているとか、

そういった財産がないのではないかとかというような、ちょっと説明だったですね。それ

で、特にこういった現実、やっぱり所得の状況を見ましても、この資料に所得の状況があ

りますけれども、市民税で見れば２００万円未満の所得の方がこの滞納者数、８ページに

資料がありますけれども、滞納者数２７６人で所得が２００万円未満の方が７割近くです

かね、ぐらい占めているという状況で、やっぱりそういう課税の、今後、こういった起こ

さない、確かにいろいろルールではこう決めて税をかけるのでしょうけれども、実際こう

いったことが起こっているということに対して、その課税のあり方も何か検討が要るのか
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なと思うのですが、そこらはちょっとお考えを聞いておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　税務課長。 

○税務課長（向井聡司君）　こちらのほうは、やはり国でルールが決まっておりますので、

ルールどおり課税をいたしまして、それでも所得が２００万円、例えば２００万円以下で

苦しい方がいらっしゃいましたら、納税相談に来ていただきまして、分納するとか、例え

ば払えないとか、そういった実情をお話をお聞きしながら対応を考えるというふうなこと

を考えております。あくまでも滞納される方は一部でございますので、そういったことを

事細かく聞きまして、判断していきたいと考えております。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

平井委員。 

○委員（平井明道君）　順序表だと３ページで、９７ページは入っていないですか。 

○委員長（山元経穂君）　もう１回、説明します。今、言っているところは款で市税で１

の市民税から５の入湯税までで、もう少し言うと、説明のところに記載がある項について、

質疑をお願いしております。以上です。すみません。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　５５ページの入湯税です。９４５万円ほど出ていますけども、こ

れの、各ホテルというか、内訳を教えていただいていいですか。内訳と主要な用途、何に

使ったかっていうのも分かりますか。 

○委員長（山元経穂君）　税務課長。 

○税務課長（向井聡司君）　こちらは２つの施設ですので、なかなか内訳はちょっと難し

いと思います。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　入湯税の用途ということでございます。こちらのほうは目的

税ということで、規定によって観光、それから環境とか、そういったものに充当するとい

うようなことで規定されておりまして、個別具体というのはないのですが、大きく毎年発

生するそういったものに充当しているということでご理解いただけたらと思います。以上

です。 
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○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　将来のことですけど、いろんな入島税、訪問税みたいなことも考

えていかないといけないので、この金額が原資というか、資料になるということでよろし

いですよね。要は、全然足りないじゃないですか、これで何かをしようと思っても。そう

いう考え方でよろしいでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　整理しましょう。足りないけど、何かをやるときの財政の一部

になるのではないかという質疑ですね。 

財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　税に限らずですね、いろんなこれまで有利な財源を活用して

ですね、各事業に取り組んでおります。やはり財源につきましては、今委員おっしゃられ

ましたように、やっぱりどういったものがあっても、これ以上要らないというようなこと

はないと思いますので、確保できる財源はしっかり確保できるように取り組んでいきたい

と思います。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

続いて、それでは、ちょっと長くなりますが、ページ数自体は少ないので、次、款で２

の地方譲与税、３、利子割交付金、４、配当交付金、５、株式譲渡所得割交付金、６、法

人事業税交付金、７、地方消費税交付金で、２ページ目に参りまして、８、ゴルフ場利用

税交付金、９、環境性能割交付金、１０、地方特例交付金、１１、地方交付税、１２、交

通安全対策特別交付金、譲与税と交付金の範囲になりますが、これで説明のところに記さ

れていることに関して、質疑がある方はお願いいたします。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　５９ページの地方交付税の中の普通交付税でございますが、令

和６年度は２３億９，２８６万円ほどということで、令和５年度に比べたら４億２，００

０万円余り増加しているということで、大変竹原市としては交付税がたくさん入ってくる

ことについては大変いいことだと思いますが、この交付税の事業効果等について、お伺い

をさせていただきます。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 
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○財政課長（大川真功君）　地方交付税についての質疑でございます。地方交付税につき

ましては、今言われましたように普通交付税と特別交付税というふうに分かれておりまし

て、その中でも普通交付税につきましては一定のルール、よく言われるのは人口が１０万

人を基準として、それで算定されているというふうに言われております。こちらにつきま

しては、過去に総理大臣が普通交付税は地方の一般財源、固有の財源だということで、自

由に使える財源ということになっております。 

そうした中で、今回先ほど言われましたように、増加した原因ということにつきまして

は、まず１点目は人勧で職員給与が上がったということがまず１点、それから２点目とし

まして、いろんな今、全国で統一システムにしているということですが、こういったこと

に経費がかかっていることが１点、こういった２点が大きく関係しております。それから

最後３つ目としまして、国の税収が好調ということで、３年連続で税収が７０兆円を超え

たというようなことがありましたが、これによりまして、追加の配分があった。こちらが

３点目で、この３点が対前年でいうと押し上げた要因となっております。こういった財源、

非常に貴重な財源になりますので、適正な算定で確保に努めていきたいというふうに思っ

ております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　ありがとうございます。貴重な財源ということで、市税等とか

というのも減少気味ですよね、竹原市として。そこらも当然普通交付税でいくらかは対応

していただいているのではないかと思いますけれども、今後も令和８年度以降もですね、

やはり交付税は増えるという状況で判断されているのかについて、最後お聞きします。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　普通交付税の考え方としまして、先ほど言ったのに加えまし

て、基準財政収入額から基準財政需要額を差し引くということで、今委員おっしゃられま

したようにですね、基準財政収入額には市税の７５％が算入しております。そういったこ

とになりますと、残念ながら固定資産税が減少傾向にあるということで、ここが減る。そ

れから、基準財政需要額が増えるということになると、単純に普通交付税が増えるという

ことになります。そういった中で、今後もそういった人件費の増加が見込まれるというこ
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とで、税を増やす努力はしないといけないのですが、今のベースでいくと、ちょっと減少

のほうが大きいかなという中で、地方交付税は一定には増えるというふうに見込んでおり

ますが、先ほど言ったように国の社会経済動向、こちらが非常に大きく関係してきますの

で、そういったところにしっかり注視しながら、算定に努めて参りたいと思います。以上

です。 

○委員長（山元経穂君）　ついでに、臨財債との関係も地方交付税が今、財政課長が言わ

れたように国の状況によっては、地方交付税じゃなくて臨財債で対応してくれっていうの

があるので、増えるっていうと、必ずしも税収が下がったから増えるのではなくて、臨財

債発行で対応する可能性も、そこまでもしあれだったら、答弁いただければと思います。 

財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　今、臨時財政対策債のお話でございます。臨時財政対策債に

つきましては、平成１３年だったと思うのですが、なかなか国の税収が上がらない中で、

地方交付税で配分できないということで、その配分できない不足の額を国と地方が折半し

て払って、その借り入れた額の償還額を後年度１００％算入するという制度でございます。

この令和６年度で制度創設以来初めて、臨時財政対策債の発行額がゼロということになり

ました。この理由といたしましては、先ほど言いましたように、国の税収が非常に好調で

３年連続で７０兆円を超えたということで、各地方に配分できる財源が確保できたという

ことでございます。我々としては、臨時財政対策債の発行よりも、しっかり普通交付税と

して配分していただきたいという思いがありますが、これも国の社会経済情勢によって変

わってきますので、もし発行ができるということになりましたら、しっかり財源確保のた

めに、適正な算定に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　ありがとうございます。その他、ございませんか。 

道法委員。 

○委員（道法知江君）　今のところとちょっと重なるのですけれども、３億５，０００万

円ぐらい増えているということだと思います。それは、やはり国の動向によって左右され

るということは当然だと思うのですけれども、今答弁にあったように人口動態とか財政指

数で判断されていくということであると思うのですが、今回の場合はその１０万人基準の



- 20 -

算定、１０万人規模の算定でということなのですが、職員の給与に載せたり、システムに

反映するということでもありましたけども、そうなると要するに予算の見積もりの手法と

かっていうのは、あるのかどうかっていうのをお聞きさせていただきたいと思います。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　普通交付税の予算の算定に係る質疑ということでございます。

我々、予算を編成する際は繰り返しになるのですが、国の動向を注視しながらということ

で、地方交付税法に基づいて、国が地方の一般財源の必要額をまず算定して示すというこ

とがあります。これが地方財政計画というものになりますが、こういったものが発出され

ますので、これは国全体の話であるんですが、それがいくら上がっているのか、こういっ

たことをまず参考にします。これに加えて、個別の算定に見込めるものにつきましては、

例えば令和７年度の算定におきましては、令和６年度に算定したものについて、例えばで

すね、算定しやすいのは公債費の償還、これはもう額が決まっておりますので、これを数

字を置き換えたりしながら見込めるものは見込むと。この見込んだ額が地財計画の率、上

昇もしくは下降の率、これとどのぐらい離れているのかっていうのを見ながら、過剰な算

定にならないように気をつけて算定をしております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　道法委員。 

○委員（道法知江君）　これ、非常に住民の方も気になっているところで、要するに増え

た分はどう生かされたのか、市民生活に市民サービスの向上にどう生かされたのかってい

うのがあるのですけれども、その辺は職員の給与とか、統一のシステムっていうことにか

なりお金がかかっているのかなと思うのですが、それ以外でいわゆる今後の見通しも含め

てなのですけれども、増えた分をどう市民の方に還元、サービスの向上に繋がっていくか

っていうこと、他のところであれば、教えていただければなと思います。 

○委員長（山元経穂君）　多岐にわたると思いますので、答弁できる範囲でお願いいたし

ます。 

財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　地方交付税をどの事業に使ったかというような質疑でござい

ます。地方交付税につきましては、先ほど申しましたように地方固有の一般財源という認
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識の中で、どの事業に充当したかというのは非常に答弁しづらい内容になりますので、個

別にはちょっと控えさせていただきますが、やっぱりこういった今委員おっしゃられまし

たように非常に貴重な財源ということで、これとあと国、県、それから地方債の発行、そ

の他の財源もしくは基金の充当、こういったものをすべて含めまして、要望がある事業、

もしくは望まれている事業にですね、適切に対応していきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。よろしいですか。 

それでは次、交通安全対策特別交付金の下、使用料及び手数料のところで説明のところ

に記載があるものについて、質疑のある方はよろしくお願いいたします。 

ないようですので、次、１５、国庫支出金、この国庫支出金で説明のところに記載があ

るものについて、質疑のある方はお願いいたします。国庫支出金、７１、７７、７９ペー

ジですね。 

道法委員。 

○委員（道法知江君）　７１ページの物価高騰対策の重点支援地方創生臨時交付金なんで

すけれども、この６月で算定されると思います。予算のときに非課税世帯の件数と均等割

の件数を伺ったんですけども、決算ではどのようになっているか教えてください。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　今、個別のですね、ちょっと件数は控えていないのですが、

この４億円の中にはですね、令和５年度から６年度に繰り越したもの、それから令和６年

度で交付されたもの、事業が多岐に渡って入っておりますので、一応個別の算定について

は、ちょっと市民福祉部のほうに確認してからの答弁というふうにさせてください。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、款で１６、県支出金について、まず、ちょっとページ

が飛びますので、ここはちょっと分けさせてもらって、１の県負担金、総務費負担金、７

９ページの派遣職員負担金、まず、これについて、質疑のある方はお願いいたします。 

続いて、その他の部分の款の１６、県支出金について、質疑のある方はお願いいたしま

す。９１までですね、８９から９１まで。 



- 22 -

では、続きまして、その下、款１７、財産収入について、質疑のある方はお願いいたし

ます。戻ります。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　９１ページの上のほうの４番なんですけども、漁業センサス委託

金はこれ、５年に１回やっている分みたいですけども、この調査をした分は本市の漁業振

興とか、そういったデータに使えるものなのでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　農林業センサスについての活用方法ということでございます

けれども、先ほど言われましたように、今回この農林業センサスにつきましては５年に１

回の調査でございまして、全国の約１４万の農業集落に対して、調査を行うものでござい

ます。実際にこの結果につきましては、農林水産統計、農林とか水産のですね、各種施策

の企画立案とか基礎資料として、そのような計画を立てるための基礎資料として使われる

ということで認識しております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　それは国が使うんですけども、竹原市もそのデータを使って、例

えば田園都市とかデジタル田園とか、そういうものにも反映させるように、この数字を使

っていいのかどうか、活用するのかどうか。ここは難しいかな。総務じゃない。 

○委員長（山元経穂君）　総務かどうかっていうか、厳密に言うと予算の聞き方にはなり

ますが、総務課長、答弁できる範囲で。 

総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　この大きな部分につきまして、各種施策というのは国がです

ね、いろんな計画を立てるにあたっての企画、立案、推進という中身になっておりますの

で、当然委員がおっしゃられている市の中で何かを計画するにあたっては当然、こういう

各種データを使った上での計画にはなろうかと思っております。以上でございます 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　委員長、すみません。先ほどの道法委員から質疑で、すみま

せん、ちょっと手持ちがありましたので、答弁させていただきたいのですが、よろしいで
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すか。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　すみません、先ほどは失礼いたしました。物価高騰対策の交

付金の中の低所得者支援の関係でございます。調整給付金の中で以前答弁しましたが、今

現在の状況ということで、申請期限が最終で言うと令和６年１０月３１日で、発送件数が

４，２３９人、そのうち給付をしたのが４，０８７人ということで、支給率が９６．４％

ということになっております。その後、令和６年度の新規で、今度は低所得者ではなくて、

物価高騰対策の給付金というのが始まっておりまして、これがプッシュ型で通知を発送し

ておりますが、申請期限が令和７年７月３１日になっておりまして、今現在令和６年度で

給付が済んだのが３，００９世帯ということになっております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　道法委員。 

７１ページの４番の物価高騰対応重点に戻ります。 

○委員（道法知江君）　すみません、これ、７万円ではなかったかなと思うのですけど、

金額で。非課税世帯の件数と均等割の件数がわかればということで質疑させていただいた

と思うのですけど。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　申し訳ございません。ちょっとそこは後程、回答させていた

だけたらと。 

○委員長（山元経穂君）　後程、よろしくお願いいたします。では、戻ります。県支出金

で先ほど大川委員から質疑ありましたが、その他、県支出金のところで質疑のある方はい

らっしゃいませんか。 

では、その次、款１７、財政収入について、質疑のある方はお願いいたします。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　運用について、お聞きします。基金運用収入というのがあります

けども、これは実績としてはどのような方法と実績をお願いします。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　令和６年度の実績でございます。こちら、基金の運用につき
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ましては、全体で一般会計分で運用した利子の収入で３，６４０万円程度ありまして、そ

のうち債権で運用したものが２，８６０万円ということです。残りは一般会計の預金利子

ということになっております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、次の款で１８の寄附金、１９の繰入金、２０の繰越金、この３つで

質疑のある方はお願いいたします。 

平井委員。 

○委員（平井明道君）　ふるさと応援寄附金についてお聞きします。９７ページ。この財

源はどこの歳出に充てられたか、わかる範囲でお願いいたします。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ふるさと応援寄附金の質疑でございます。こちらは、令和６

年度におきましては、１億４，６００万円ほど収入がありまして、そのうちの事業費とし

ましては、約５，０００万円程度だったかと思うんですが、例えば市内の中学生がハワイ

に研修に行くだとか、あとは観光の事業に主に、こういったものに充当しております。残

りは例年のとおり、地域振興基金に積み立てをしております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　寄附金よね。９５ページの一番下に文化芸術振興事業の寄附金と

いうのがあるのですけど、寄附金全般でこれはどういう形で申請というか、受付というの

はやられているのですか。紙媒体ですか。寄附金の受付方法です。 

○委員長（山元経穂君）　令和６年度の予算を執行したことに関してですから、例えばそ

このところを事前に調べていただいて、どうなんかっていうことで、それに関してどうい

う効果、どういうふうになるかっていうような質疑の仕方をしてほしいんですが。財政課

長、答弁できる範囲でお願いいたします。 

財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　寄附金の寄附の受付の方法という質疑でございます。基本的

には今紙媒体で受け付けをしておりまして、その内容は申請者の住所、氏名、それから金

額なのか、それとも物件なのか、その評価額、こういったことを書いていただいて、最後
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はそこに目的があれば、この目的に使っていただきたいというようなことで記載をしたも

のを受け付けております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　私もふるさと応援寄附金の分でちょっと先ほどの平井さんのほうと

重複するのですが、ちょっと確認だけさせてもらいたいのは、この寄附金が１億４，６０

０万円あって、その決算資料で３９ページに何に使ったかって言うんですかね、歳出を出

してもらっております。そこでちょっと確認、先ほど重複するかもわかりませんが、１億

４，６００万円強が歳入とあって、歳出は下のほうにあるように、３９ページでは６７０

０万円を支出しているということで先ほど残りの分は、あとはいくらになるのかな、７，

８００万円ぐらい残ると思うんですが、これ、やっぱり基金のほうに積み立てたという、

ちょっと確認をもう１回させてください。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ただいまのふるさと納税の質疑でございます。今、委員がお

っしゃいましたこの３９ページの歳出につきましては、どちらかというと、その１億４，

６００万円のうちの金額をここに充てたという認識ではなくて、ふるさと納税のルールで

経費全体で５０％以内というようなことがございまして、それを示すための資料というこ

とになっております。この１億４，６００万円は各寄附者様からのご意向で、その意向に

沿って、どの事業に充てているかということでございますので、さっきも別途委員からご

質問がありましたように、観光事業だとか、教育事業だとか、そちらのほうに充当したと

いうようなことで、使途についてはご説明をしております。ですから、残ったものを地域

振興基金へ積み立てるというようなことになっております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、次第表の４ページ、諸収入、款で２１、諸収入、諸収

入の中で説明のところに記載されているもので、質疑のある方はお願いいたします。９９

ページから１０７ページぐらいですね。２１番、諸収入。よろしいですか。 

大川委員。 
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○委員（大川弘雄君）　１０１ページの９番、生活バス路線維持助成金なんですけど、こ

れの利用実績を教えてください。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ただいま生活バス路線維持助成金の質疑でございます。こち

らの内容につきましては、旧の竹原広域行政組合のときに走らせておりました港から竹原

駅までの路線のバスに対する経費でございまして、これは欠損額のうち大崎上島町からの

負担金、４５％分を計上したものであります。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　今のすみません、失礼いたしました。今の部分、企画部なので、

もう一遍、今度企画部のときにお願いいたします、すみません、失礼いたしました。皆さ

んにもう一遍申し上げますが、ページ数が書いてあって、説明のところの項に記載されて

ることについて、質疑をお願いいたします。 

○委員（大川弘雄君）　はい、すみませんでした。 

○委員長（山元経穂君）　とんでもないです。すみません。諸収入、よろしいですか。 

次、２２の市債、款で２２の市債について、質疑のある方はお願いいたします。 

よろしいですか。 

それでは、歳入を終えて、次、審査表で言ったら５ページで、歳出のほうに入りたいと

思います。 

まずは、１１５ページ、１１７ページ、項で言うと総務管理費で、目で一般管理費、１

ですね、一般管理費の説明のところに記載されてるものについて、質疑のある方はお願い

いたします。 

村上委員。 

○委員（村上まゆ子君）　１２１ページの１０、人材育成に要する経費の中で質疑したい

のですけれども、こちら、予算のほうが２３２万円ついていたんですけれども、何人がど

のような研修を受けられたのか、お伺いいたします。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　人材育成に要する経費で研修の中身のことのご質疑だと思い

ます。まず、人材育成に要する経費の中には、普通旅費と研修委託料で、研修の負担金と
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いうふうな内容になっております。 

普通旅費の内容につきましては、自治総合研修センターの研修、ここにつきましては、

全部で１０６名ほど研修に参加しております。あとはその他、市町村アカデミーの研修と

か、そういう形で全体で５１５名の職員が重複なんですけれども、延べ５１５名の職員が

研修に努めているということでございます。 

あとは、研修委託料の中身につきましては、全体の研修ということでタイムマネジメン

ト研修を行わせていただきまして、これに約１６９名の職員が参加しているところでござ

います。 

その他、市の職員が講師となって行うＤＸ研修等を行わせていただいているところでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　村上委員。 

○委員（村上まゆ子君）　聞く限りでは、結構多く参加されているなと思ったのですけれ

ども、やはり職員のスキルアップとか、人材育成についてはやっぱりもっとやっていく必

要があるのではないかと思うんですけれども、次年度以降、どのように研修の機会を考え

て保障されていくのか、お伺いいたします。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　今後の研修のあり方ということのご質疑だと思いますけれど

も、当然それぞれ、職員って役職がございますので、対象別の研修というのは大変重要だ

と思います。それ以外にですね、やはり職員全体の研修としまして、最近で言いますと、

やっぱりカスタマーハラスメントとか、そういう研修もございますし、当然人権に関する

研修等もございます。あとは、窓口対応の接遇とか、そういうものも踏まえて、やはりど

うしても職員のいわゆる本当に知識を深めるものと、やっぱり倫理感とか、そういうもの

も人権を含めて、そのようなものも必要でございますので、そのような研修を行っていき

たいということと、やはり決まった研修ではなく、他市の職員との交流も深めた研修もち

ょっとやっていきたいというふうには考えております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　村上委員。 

○委員（村上まゆ子君）　ここにやはり、もうちょっと予算を今後つけてもらって、若手
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を人材育成していくっていうためにも、もうちょっと考えていただきたいなと思います。

答弁はいいです。 

○委員長（山元経穂君）　答弁はいいですか。 

その他、ございませんか。よろしいですか。 

続きまして、その下の３、財産管理費について、説明のところに記載があるもので質疑

のある方はよろしくお願いいたします。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　１２７ページ、ふるさと納税等に要する経費、よろしいですか。 

○委員長（山元経穂君）　大丈夫です。 

○委員（下垣内和春君）　それの７番の返礼品の報償３０５万５，１５４円の事業の実績

についてお伺いをします。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ただいまの返礼品の報償、３０５万５，１５４円の内容とい

う質疑でございます。こちらにつきましては、今ですね、事業の大半を竹原観光まちづく

り機構に委託はしているところですが、市のほうでですね、唯一さとふるというものにつ

いては、竹原市のほうで対応しております。これは事業者のご都合によりということでご

ざいます。そういった中で、３つ内訳がございまして、さとふるに２２５万６，０３８円

を支払っておりまして、残り２つは現地決済型というようなＱＲコードを使って、こうい

ったものを始めております。これが３４万４，１００円。残りの１個は、従前に委託して

いた事業者からの、どうしても年度間の月間のずれが出ますので、レッドホースコーポレ

ーション株式会社に４５万５，０１６円、これを払ったというものでございます。以上で

す。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　実際には市内の業者の方とか、農家の方が返礼品を一応今のＤ

ＭＯを通じてやっていらっしゃる。そういう生産者とか、そういう方の報償というのは、

やはり今の要するにふるさと納税を受けた方の３割ぐらいは払っているんですかね。その

辺についてお伺いします。 
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○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　生産者様への支払いという質疑でございます。今、委員おっ

しゃられましたように、総務省のルールの中で返礼品の額については３割以内というのが

決められておりまして、この額につきましては、３割の中で生産者様とおいくらにするか

って言うことで協議をした中で決めております。というのが、要はですね、納税額をいく

らに設定するかっていうところがポイントになってきまして、例えば納税額が高すぎると

ですね、それは納税に結びつかない。低すぎると、生産者様のほうの生産のものを少し安

くしないといけないとかということが出てきますので、なるべくですね、多くの報償を払

えるように協議の上、金額を設定しているということでございます。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　最後の質問ですが、それは今のふるさと納税業務委託料の中に

含んでいるという判断をすればよろしいのですか。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ただいまの質疑でございます。大半が今、生産者様への報償

の支払いにつきましては、竹原観光まちづくり機構への委託料、こちらのほうに含んでい

るということでございます。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、次に７番、公平委員会費について、質疑のある方はお願いいたしま

す。 

続きまして、９番の諸費について、説明のところに記載された項で、質疑がある方はお

願いいたします。 

堀越委員。 

○委員（堀越賢二君）　１３７ページの１番、街路灯設置に要する経費で、これはリース

ということで、特に質疑のほうはないのですけれども、街路灯設置費の補助金、こちらの

１４万円ですが、これは要望に対して、この補助したのが十分間に合っているのかどうか、

要望の数と合っているのかということをお聞きします。 

○委員長（山元経穂君）　危機管理課長。 
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○危機管理課（岡元紀行君）　街路灯設置についてのご質問でございます。決算額といた

しまして１４万円、こちらは１ヶ所の設置につきまして、２分の１以内で２万円を上限と

して補助をさせていただいているものでございます。令和６年度におきましては、７ヶ所

の補助を行っております。また、令和５年度においては５ヶ所、令和４年度については４

ヶ所、昨年度は要望が多かったということで予算額のいっぱいまでいったところでござい

ますが、それまでの過去の実績を見まして、その翌年の予算に反映をさせていただきたい

と考えております。たまたま、その令和６年度に設置を考えていらっしゃったところで、

ちょっと予算的に対応できなかったところについては、大変申し訳ないのですけど、翌年

度にお願いしたいということでご了承いただき、了解をいただいているところでございま

す。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　堀越委員。 

○委員（堀越賢二君）　今、全国のニュース等々を見ると、どうしても夜間の安全性であ

るとか、都市部において明るいところでも犯罪が多発しているというところで、ニュース

等を見ていると、こんな田舎でも起こるんだなというふうなことがたくさん増えてきたよ

うに思います。そういった中で住民の皆さんからの要望に対して、しっかりと補助をして

いくということは大切なことで、令和７年度、今年度ですけれども、しっかりと対応して

いるところだというふうに思います。 

ただ、この街路灯と今年度の防犯活動に要する防犯カメラ等々のことがありますので、

これをあまり分けて考えていいのか、それとも防犯灯の設置とこの街路灯の設置というも

のをしっかりと住民の皆さんにもっと深くというか、利活用の方法といいますか、そうい

うのも含めて提案をしながら進めていくというふうに思いますが、街路灯のまず設置も含

めて、これ、決算ではちょっとないですね、わかりました。 

７年度も６年度もしっかりと対応しているけれども、要望に沿えなかったところは、今

年度、令和７年度において対応しているということですので、しっかりと進めてください。

以上です。 

○委員長（山元経穂君）　危機管理課長。 

○危機管理課（岡元紀行君）　街路灯の設置についてでございます。これまでと違ってで
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すね、やはり空き家も大変増えてきております。これまで、家屋からの明かりが街路灯の

代わりになっていたところが暗がりになっていると、そういったところも増えているとこ

ろでございます。しっかりとこの街路灯の補助金について周知させていただきながら、そ

の希望に沿っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、１０、交通安全対策費について、質疑のある方はお願

いいたします。 

ないようですので、次、１１番、基金管理費について、質疑のある方はお願いいたしま

す。よろしいですか。 

次は項で、２の徴税費について、説明に記載があるところで質疑のある方はお願いいた

します。 

ないようですので、続きまして、これもまた項で、４、選挙費で説明のところに記載が

あるところで、質疑のある方はお願いいたします。 

ないようですので、次、５、統計調査費で質疑のある方はお願いいたします。 

次、項ですね、監査委員費で質疑のある方はお願いいたします。 

ないようですので、続きまして６ページに入ります。６ページ、款でまいります、９番、

消防費について、説明のところに記載があるところで、質疑のある方はお願いいたします。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　２７９ページ、水防・防災対策に要する経費のことについてお

伺いしますけど、１８番の広島県総合行政通信網再編整備事業負担金１，１３１万５，７

１３円、これについての事業効果について、お伺いをさせていただきます。 

○委員長（山元経穂君）　危機管理課長。 

○危機管理課（岡元紀行君）　広島県の総合防災情報通信網でございます。こちらは、災

害時におきましても、県庁と市町及び消防本部、この間を迅速かつ、的確に情報の受伝達

を行うということを目的に、衛星回線、また有線回線、多重化による回線で構成する情報

通信網の設備でございます。これまでのシステムは、整備から１５年以上経っておりまし

て故障が頻発する、また部品の製造が終了する、また補修期限の到来、こういった不具合
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が出てきておりました。また、既に次世代システムの運用が開始されている、こういった

ことから現行システムの運用期限が令和７年度末、こういったことになっておりましたの

で、令和６年度に再編整備事業を行ったものでございます。こちらの全体事業費といたし

まして約１９億円、そのうちの竹原市の負担額が決算額として上がっております。このシ

ステムによりまして、大きな災害が起きた場合にあっても、県危機管理課、市、町と確実

に連絡を取り合って、防災につなげていくための大きな役割を果たしていると考えており

ます。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、款で教育費について、質疑のある方はお願いいたしま

す。ございませんか。 

ないようですので、続きまして、款で１２、公債費について、質疑のある方はお願いい

たします。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　公債費につきましては、元金の償還と利息の償還ということに

なるわけですが、元金の償還については令和５年度より２，１５０万円減っています。し

かしながら、利息については８０００万円、２８００万円ほど増えているということにな

っておりますが、この実績について、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　ただいま元利償還金の質疑で、実績ということでございます。

今委員がおっしゃられましたように、元金と利息の償還ということで、元利償還という形

で返しておりますので、どうしても元金が減ってくると利息が増えるということになろう

かと思います。そういった中で、対策といたしましては、先ほど地方交付税の追加の配分

があったということでございますが、こういったものの一部を減債基金に充当しながら、

今後の償還、増えるであろう償還に対応するように努めております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　今後、公債比率が上がってくるので、その辺については慎重に

ですね、いい公債を使うようにですね、やっていただきますようによろしくお願いいたし
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ます。 

○委員長（山元経穂君）　財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　今おっしゃられましたように、これまでも一応借入につきま

しては、地方交付税算入がある有利な財源を使うように努めて参りました。そういった中

で、実質公債費比率も今３ヵ年平均８．６％ということになっておりますが、例えば、こ

れが後年度、償還額が地方交付税の基準財政需要額に算入されなかった場合を計算すると、

２０％を超えるというようなことになりまして、そうなると、財政健全化判断の２５％に

近づいていくということになります。ですから、そういったことで、やっぱり交付税算入

がある有利な財源の借入というものは非常に効果があるというふうに思っておりますので、

今後もそういったことに努めて参りたいというふうに思っております。以上です。 

○委員（下垣内和春君）　ありがとうございました。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

さっきの道法委員のところですね。財政課長。 

○財政課長（大川真功君）　道法委員からの質疑に対して、７１ページです。すみません、

答弁できなくて、大変申し訳ございませんでした。 

このうちの課税、非課税の内訳をということでございました。前回、お答えしたのが低

所得者の支援等給付金の中で、子ども加算のところからの答弁をしているのではないかと

いうふうに思います。こちらのほうの内訳が全１８４世帯ございます。この内の課税世帯

が３３世帯、残りの１５１世帯が非課税世帯ということになります。ちょっと、あと２つ

あるのですが、続きまして、新たに令和６年度の均等割非課税者のみで構成される世帯及

び住民税所得割が課されてない者のみで構成される世帯の世帯主に交付される給付金でご

ざいますが、これが４１４世帯、これは先ほど言いましたように、すべて非課税世帯とい

うことになります。最後、一番多い額になりますが、調整給付、こちらのほうは定額減税

可能額が減税前の税額を上回る場合、減税しきれない場合と見込まれる所得税、住民税の

納税者の方に給付するというものでございます。額としては１億６，５００万円余りです

が、こちらのほうの人数が給付した方が４，０８７人。こちら、すべて課税世帯、減税し

きれなかったということなので、課税世帯ということになります。以上でございます。 
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○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

それでは、議事の都合により、１１時１０分まで休憩いたします。 

午前１０時５８分　休憩 

午前１１時０７分　再開 

○委員長（山元経穂君）　それでは、休憩を閉じて、議事を再開いたします。 

次に、進行表でいけば、７ページの特別会計に入るところなのですが、その前にこちら、

審査順序表の一般会計歳出人事管理に要する経費だけまとめた４ページの表、特会まで含

めて、４ページの表、別々で４ページにまとめた表、ごめんなさい。わかりますかね。人

事管理に要する経費だけまとめた。４ページに人事管理、だから、後期高齢から特会まで

全部入れた人件費に関わるところだけ抜粋している。わかりますかね。わからない方はい

らっしゃいますか。大丈夫ですか。 

では、こちらのほうの質疑を先に行いたいと思います。それでは、この人事管理に要す

る経費全般について、質疑のある方はお願いいたします。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　１１３ページの３番、時間外勤務手当に関わって、残業に関わって

お尋ねしたいと思うのですが。決算資料では２２ページ、職員の残業ということで資料を

出させていただいて、特にここで申し上げたいのは下の３６協定とか、時間外の上限規制

とか、特別条項の協定等々、ここにちょっと書いていただいて、本来、１日８時間、週４

０時間、これを超えるということで上限規制ということでそれぞれ書いていただいており

ます。そこで、こういった法の規制といいますかね、規定があって、気になるのはその上

の表の残業のところで、月４５時間を超える方も３１人いるとか、下の月８０時間超の職

員が７人ということで、特にここで聞きたいのは８０時間超というのは７人おられて、本

来なら過労死基準といいますかね、これがやっぱり、一般的に８０時間超えたら過労死基

準、そういった状況に置かれた職員ということで、そこがやっぱりこういった状況は解決

っていいますかね、しなくちゃいけないのですが、ここでちょっと確認含めてお尋ねした

いのは、この８０時間超の７人、これ延べということがありますけれども、どういった職

務なのか、何課の方なのかということと、この具体的な解決策といいますかね、こういっ



- 35 -

た解消したっていうのをちょっとお尋ねしておきたいというふうに思います。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　まず、７名の内訳でございますけれども、この度は８０時間

を超えたっていうところにつきましては、どうしてもシステムを入れる関係で業務が増え

た部分、あるいは窓口業務の関係で業務が増えた部分とか、あとはいわゆる税の関係での

業務が増えたというところで、最大７名ということになっております。以上でございます。 

もう１つ、それに対しての解決方法でございますけれども、今、松本委員さんがおっし

ゃられたように、やはり時間外勤務がずっと続くと、業務の効率化というところについて

も劣ってくるという部分とか、あるいは職員の心身の部分にも影響を及ぼすということも

ございますので、こちらにつきましては、なるべく週休日の勤務をする場合につきまして

は振替を取っていくとかという形で、休息をしっかりとっていくというような対応の部分

と、あとは時間外勤務を命令するというのは所属長の部分にもなりますので、当然所属長

において、時間外勤務に対して、事前の申請あるいは確認というところも必要になってい

ますので、その辺りにつきまして、所属長に対してですね、マネジメント管理をしっかり

していくという形で時間外の勤務の削減に努めていきたいというふうに今考えております。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　時間外勤務のことでは毎回ちょっと質問させてもらっているのです

が、特に８０時間超のがね、今確認させてもらいました。それで今、その業務でもシステ

ムとか窓口とか税のところがそういう７人の８０時間超ということが報告あったのですけ

れども、私がちょっと再質問させてもらいたいのは、そういった今の３つの業務が、どこ

の方も、職員の方も、本来、市として管理者としてはね、そういった業務が、こういった

システム導入ではこういった仕事の量が増えるよとかというのは、きちっとやっぱり把握

して、それに対する臨時の職員を含めて、対策がやっぱりいるのではないかと。そのシス

テムにしても、窓口にしてもですね。ですから、そういった業務の把握がきちっと把握さ

れていたのかどうかという確認と、なぜ、そういった臨時の措置が対応できなかったのか

ということについて、ちょっとお尋ねしておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 
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○総務課長（品部義朗君）　まず、職員の配置というところも踏まえてなんですけれども、

まず、業務量の把握につきましては、システムの部分につきましては、当初予定していた

より業務量が思ったほど、例えばシステムの設定をするとか、あるいはそのシステムにデ

ータ入力をするための資料の作成とか、そういう部分が当初よりかは増えたということと

か、あとは税の関係にしましても、調査の件数が当初想定したよりも件数が多かったとい

うところとか、窓口につきましても、どうしても今回で言えば、マイナンバーの継続申請

というものについて、当初見込んでいたよりか、たくさんの方が来られたとかということ

で、なかなか業務量を的確に把握することが難しかったというのが現状でございます。実

際に職員の配置等につきましては、どういうんですかね、例えば国の交付金とか、一過性

の大きなものにつきましては、当然国の財源がつくということで、そこには一時的な業務、

あるいは突発的な業務に対しては会計年度任用職員で対応させていただいているところで

ございますが、なかなか業務量が把握できないところにつきましては、どうしても一時的

な業務ということで、ちょっと時間外勤務に頼らざるを得ないところも現状ではございま

す。しかしながら、やはり時間外勤務がたくさん、８時間を超える職員がいるということ

は、こちらも改善していかないといけないというふうには思っておりますので、先ほども

ちょっと答弁の繰り返しになるかと思いますけれども、管理職のマネジメントの部分をし

っかり対応することによって、８０時間を超える時間外勤務を削減していきたい、なくし

ていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　率直に言わせてもらえば、当初そういった業務量の把握はね、私は

ちょっと問題があるのかなと思いますし、ちょっともう１回最後に質問しますけども、窓

口業務にしても、新たなサービスが増えて、利便性の向上で、それはいいことなのですけ

ど、そういった利便性の向上が増えて、窓口負担が急増といいますか、そういうそのサー

ビスに関わって、そういうふうに増えたというので、それについても予測がやっぱり不可

能ではないと思うのですよね。ですから、窓口業務に限って言えば、その具体的にそうい

ったサービスの向上といいますか、あったから市民が増えて、こういう窓口業務の残業が

増えたということなのかをちょっと確認だけ含めてお願いしたい。 
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○委員長（山元経穂君）　総務部長。 

○総務部長（向井直毅君）　窓口業務の業務量の増加っていう部分でのご質問でございま

すけれども、確かに窓口業務にしても他の業務にいたしましても、やはり業務の量という

のが去年もちょっと申し上げたと思うのですが、かなり閑散期と繁忙期という形でばらつ

きがございます。そういった中で、繁忙期についてはどうしても時間外勤務というのが増

えてくる部分もありますけれども、先ほど総務課長も申し上げましたとおり、そういった

部分については、振替休日でありますとか、代休制度を使いまして、実際月８０時間７人

というふうに延べでいえば１０回というふうにはなっておりますけれども、そういった振

替制度を使うことによって、休暇も換算しますとこの月８０時間、月４５時間っていうの

は職員数の人数も大幅に削減されまして、時間外の実態としてはこういった形の数字が出

ていますけれども、そういった振替制度を使いますと、こういった月８０時間を超える人

数というのは、ほぼ８０時間につきましては実際には０人というような形で、超過した職

員というのは実際にいないんですね。そういった部分で、そういった制度を活用しながら、

こういった時間外の削減、また月８０時間とか４５時間超の時間外の縮減というものには

努めているところでございます。さらには、先ほど申し上げましたようにシステムの関係

につきましても、こういった労務管理のシステムを入れることによって一時的に導入時に

ちょっと時間外が増えたということもございましたけれども、その導入後におきましては、

これは令和７年度からにはなるのですけれども、着実に時間外の勤務時間というのは減っ

てきておりますので、そういった成果も出ているということで、今後もそういったシステ

ム等も活用しながら、時間外の縮減には努めていきたいというふうに考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（松本進君）　今日はこれでいいです。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

村上委員。 

○委員（村上まゆ子君）　１８７ページの保育所費の中の人事管理に要する経費の２番、

一般職給についてお伺いします。予算より５００万円ほどマイナスになっているんですけ

れども、単純に職員が退職されたか、入ってこなかったっていうことが理由だとは思うの
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ですけれども、市として職員の人数は十分なのか、お伺いいたします。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　金額が減額した部分につきましては、令和５年度の決算でい

きますと、いわゆる正規職員さんが３４名ということで決算額として出させていただいて

おりますけれども、人数が令和６年度につきましては１名減になったということで予算に

対する決算額がちょっと５００万円ほど減になったということでございます。実際に、こ

の職員が足りているか、足りていないかっていうところにつきましても、ここにつきまし

ては毎年業務量をちゃんと組織の中で計算して、その中で人員配置をさせていただいてお

りますので、この部分については適正ではないかなというふうには考えております。以上

でございます。 

○委員長（山元経穂君）　村上委員。 

○委員（村上まゆ子君）　保育の質や安全性への影響はどう考えられているのかお伺いし

ます。 

○委員長（山元経穂君）　答弁できる範囲で、総務課長。お願いします。 

総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　この部分につきましては、質ということになりますと、職員

の１人当たりの資質とかということも関係することではないかなとは私は考えております

けれども、なかなかそこは言われないところではありますけれども、実際に定数に対して

人事異動の中でですね、業務がたくさん増えてくるということになれば、経験者を配置す

るとか、そういうことも踏まえまして、なるべく質を落とさないような形で対応している

ところでございます。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　人事管理、職員全体のことですが、給料は少しずつ上昇してい

るというのは当然わかりますが、それで令和６年度のラスパイレス指数がわかれば、ちょ

っと教えていただけますか。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 
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○総務課長（品部義朗君）　令和６年度のラスパイレス指数でございますけれども、１０

０．５でございます。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　１００を超えているということなので、人勧等で給料等が上が

るといっても、竹原市内は中小企業も多いということで、なかなか給料が上がるのは難し

いところもあろうと思うので、その市内の状況とかを確認して給料の上昇等については、

気を付けたような対応を今後取っていただけるかどうかについてお伺いします。 

○委員長（山元経穂君）　総務課長。 

○総務課長（品部義朗君）　今回は、先ほど申し上げましたように人事院勧告に伴う給与

増というのが大きな要因を占めております。ただ、給与が増えたということになりますと、

行政職員として責任も自覚も持っていかないといけないということもありますので、当然

それは住民サービスとして返していくことが重要であると思いますので、職員においても

住民サービスの向上に向けて取り組むことが必要であるというふうには考えております。

以上です。 

○委員長（山元経穂君）　総務部長。 

○総務部長（向井直毅君）　１点、ちょっと補足させていただければと思うのですけども、

このラスパイレス指数っていうのが民間との比較ではございませんで、国との比較での国

を１００とした場合での竹原市の給料がいくらかっていうことになりますので、地方の民

間の給料が低いから、竹原市が上がったからラスパイレスが上がるっていうのは単純には

そうはならない部分がございます。国と比較して、やはり年齢構成でありますとか、そう

いった平均年齢、そういったものがあってこそのラスパイレス指数、国との比較になりま

すので、ちょっと民間との比較ではないということはご理解いただければと思います。そ

ういった中で、今後もいろんな国の制度も人事院勧告に従わなければいけない部分も当然

出てきますけれども、そういった年齢構成もできるだけそういった平準化をする中で、限

りなくラスパイレス指数が１００もしくは１００を下回るような形での取組っていうのは

引き続きさせていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

それでは、人事管理に要する経費全般を終了いたしまして、元の次第表の７ページの国

民健康保険特別会計に入りたいと思います。国民健康保険特別会計、歳入一括でまずは行

いたいと思いますが、歳入で質疑のある方はお願いいたします。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　国保税の滞納についてお尋ねしたいと思うのですが、決算書の３２

７ページにあります。それで、資料も出させていただいて、これは１０ページに国保税の

滞納の差し押さえとか、執行停止等が出されておりまして、ここでお尋ねしたいのは、次

の１１ページにはその滞納者へのペナルティーが課せられるということにその資料が出さ

れておりまして、お尋ねしたいのは、ここの１１ページの上の国民健康保険証が資格証明

書の発行が３件出されているということで、私も滞納する人が全部悪いということだけで

こういった罰則というのが、本当大変だなという実感があるのですけれども、聞きたいの

は資格証明書の発行では窓口に受診した場合ね、全額１回払わなくちゃいけないというよ

うなシステムではなかったかと思うのですけれども、滞納せざるを得ないような状況の方

が１０割窓口で払うっていうこと自体がもう酷といいますかね、無理ではないかなという、

私は思っているのですけども、どう思いますか。受診権の関係ではどうお考えなのかなと

いうことを確認しておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　税務課長。 

○税務課長（向井聡司君）　お答えできる範囲で答えたいと思います。実際、資格証とか

短期証を発行するのは市民課ですので、うちは滞納処分をしていくという形になります。

国保税の軽減が受けられないケースっていうのも多々ございます。国保の場合は差し押さ

え、あるいは執行停止、いろいろ様々ございますが、税負担の公平を維持するということ

から、調査をしながら執行停止をかけるなり、あるいはそういったことを対応したいとい

うふうに考えております。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。次に、国民健康保険特別会計歳出について、

一括で質疑のある方はお願いいたします。ございませんか。 

それでは、以上で総務部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会の集中審査
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を終了いたします。 

説明員入替のため、暫時休憩いたします。 

午前１１時２７分　休憩 

午前１１時３３分　再開 

○委員長（山元経穂君）　それでは、休憩を閉じて、会議を再開いたします。 

次に、企画部、農業委員会の集中審査を行います。審査順序表、新しいまた１ページか

らになります。企画部、農業委員会の部門で行っていきます。 

それでは、まず歳入から入りたいと思います。款で１３の分担金及び負担金について、

質疑のある方はお願いいたします。よろしいですか。 

次、款の１４、使用料及び手数料について、質疑のある方はお願いいたします。 

続きまして、１５番、国庫支出金で説明のところに記載があるところで質疑のある方は

お願いいたします。よろしいですか。 

次、１６番、県支出金で説明のところに記載があるもので、質疑がある方はお願いいた

します。１６番、県支出金です。 

続きまして、１７番、財産収入について、質疑のある方はお願いいたします。よろしい

ですか。 

続きまして、２ページ目、款の１８、寄附金について、質疑のある方はお願いいたしま

す。よろしいですか。 

続きまして、款の２１、諸収入について、記載のところで質疑のある方はお願いいたし

ます。 

続きまして、款の２２、市債について、質疑のある方はお願いいたします。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　それでは、庁舎移転整備事業の市債について、お伺いをさせて

いただきます。金額的には、１９億２，３６０万円と大きな市債を使っているわけでござ

いますが、それの事業効果について、お伺いをさせていただきます。 

○委員長（山元経穂君）　公共施設再整備担当課長。 

○公共施設再整備担当課長（伊藤大輔君）　こちらの歳入でございますが、１９億２，３
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６０万円。内訳といたしまして、緊急自然災害防止対策事業債、それから一般単独事業債

に分かれております。内訳といたしまして、１４億６，８００万円、こちらがいわゆる緊

防債といわれるものでございます。残りが一般単独事業債という内訳になっております。

こちらの緊急自然災害防止対策事業債につきましては、このうち約７０％が交付税算入見

込みということで約１０億２，７６０万円が後年度交付税として措置されているというも

のでございます。今回の庁舎移転につきましては、こちらの緊急自然災害防止対策事業債、

こちらを活用いたしまして、市庁舎移転、こちらの財源確保ということで事業を進めてき

たということでございます。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　すみません。答弁漏れです。事業の効果についてもお答えくだ

さい。 

○公共施設再整備担当課長（伊藤大輔君）　こちらの緊急自然災害防止対策事業債という

ことでございますので、庁舎における浸水対策でございましたり、耐震性能の向上、こう

いったものに活用して、庁舎の災害時における防災拠点としての機能を高めたということ

でございます。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　今の事業債と２つぐらいの事業債、今の災害等の事業債ともう

１つのことについては、そこの事業債自体の内容、期間が違うとか、利率が違うとかとい

うようなことは当然生じてくるのか、そこについてお伺いします。 

○委員長（山元経穂君）　公共施設再整備担当課長。 

○公共施設再整備担当課長（伊藤大輔君）　緊急自然災害防止対策事業債につきましては、

事業メニューとしては、当然災害に関する機能効果というところでございますので、庁舎

移転に係る災害機能向上の部分につきまして、起債を充当させていただいております。こ

ちらの交付税算入措置、こちらが７０％あるということでございます。一般単独事業債に

ついては交付税措置がないということで純粋に後年度償還をしていくということとなって

おります。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

ないようですので、一般会計の歳出に入りたいと思いますが、よろしいですか。 
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それでは、まず順序表でいくと３ページですね。１１９ページ。まずは、総務管理費の

一般管理費で記載のあるところについて、質疑のある方はお願いいたします。よろしいで

すか。 

次、２番、文書広報費について、質疑のある方はお願いいたします。 

次、３番の財産管理費について、質疑のある方はお願いいたします。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　１２５ページの公共用地先行取得事業、４番も関わるのですが、こ

こで要するに公共施設の整備に関わることなんですけれども、市の人口ビジョン等を見て

も、例えばこういった整備をやるから、中心市街地の整備をやるから、にぎわいとか活性

化ということで、我々からしたら、これだけ投資するのだから、人口の歯止めをして期待

したいということもあるのですけども、この取得事業に関わって、整備する事業に関わり

ますけれども、人口ビジョンから見たら抑制には繋がってないという認識があるのかどう

かということをちょっと。もう１つはこの事業の効果ですね、次に関わる事業効果につい

てはどのようにお考えなのかをお尋ねしておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　公共施設再整備担当課長。 

○公共施設再整備担当課長（伊藤大輔君）　ご質問といたしましては、先ほどの公共用地

取得に関するところのご質問で、金額では１１億１，７８９万９，９００円というところ

ではございますが、事業効果についてでございますが、こちらについては複合施設整備に

係るところで、これまで複合施設延床４７００平米、広場１０００平米、駐車場１５０台

から２００台程度ということで我々としてはこういった敷地面積が必要ということで、こ

ちらの用地の取得についてもご説明をさせていただいたというところでございます。事業

効果というところでございますが、これまで特別委員会等でもご説明をさせていただいた

かというふうに思いますけど、やはり中心市街地における市民の日常的な居場所をつくる、

にぎわいをつくるということでご説明をさせていただいたというところでございますが、

それについて、人口にいかに歯止めがかかるかというところについて、なかなか想定が難

しいというふうには思っておりますが、利用者といたしまして、図書館でございましたり、

市民館、こういったものが約１．６倍の利用者が見込まれるということで、やはり市民に
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とって、ここが非常に今の公共施設ではできないことがここで居場所として活用されるこ

とによって、多くの市民に利用されるというふうなことで、大きな事業費ではございます

けど、これまで事業を進めていかせていただいているというところでございます。引き続

き、こちらについても市民の皆様のご意見等をお伺いしながら、市民の皆さんがいかにこ

こで居心地がよく過ごせるか、また利用者が多くなるような取組を進めていきたいと考え

ております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　ちょっと、先ほどやっぱりこういった巨額な投資をした、投資に繋

がるということも関連するわけですから聞いているわけですけども、部長にちょっと確認

しておきたいのは、こういった巨額の投資をやって、確かに図書館とか、いろんなホール

とか、立派なのを造ってほしいんですけれども。私は言っているのは、竹原市のこういう

財政なり人口規模に合ったような施設の見直しということはやっぱり要るんではないかな

ということもちょっと言ってきたわけですが。端的に言えば、こういった投資をして中心

市街地をやるけれども、人口の抑制という面ではあまりこう、関連がないと、役に立たな

いというような理解でいいのかどうかを確認しておきたい。 

○委員長（山元経穂君）　企画部長。 

○企画部長（國川昭治君）　まず、事業規模でございますけれども、こちらにつきまして

も当初５，０００数平米ということで説明させていただいたところでございますが、様々

な観点から事業費を見直すということから、現在４，７００平米ということで、まず事業

規模の見直しをさせていただいたところでございます。また、この複合施設につきまして

は、各世代の方が学ぶこと、楽しむこと、交流することが生きがいとなり、私の居場所と

感じることで若者にも希望をつなぎ、人づくり、まちづくりなど未来を育てる場所として、

まちの幸福感のシンボルとなり、竹原市を誇りに思っていただける、また幸せに暮らせる

まちという認識を高めるというねらいでございまして、そういったことから若者がこのま

ちに住みたい、戻りたいと感じてもらえるまちにしていく上ではですね、この複合施設に

ついては、より効果が大きいものと考えているところでございます。人口ビジョンへの影

響ということで数字は出しておりませんけども、こういったことから整備後については、
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一定の効果があるものと考えております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　特に人口の抑制とか、増までいかない、厳しいのはわかっています

けれども、役立つのかなというものでは期待していたのですけれども、次のちょっと確認

をしたいのは、ちょっと調べますと、平成１９年９月４日の特別委員会、議会の特別委員

会に出した資料があるんですね。これは、２０１７年で８年前になりますけれども、市議

会の特別委員会に出した資料には、見るとゆめタウンのところとか、こっちの駐車場とか

カツハラっていう、ここは入っていないのですよね、この整備の中にね。だから、複合施

設というのは旧市役所、人権センターとか、旧市役所のところに図面が書いてあって、そ

こで整備するような仕組みになっています。ですから、１００歩譲ってっていう言い方が

いいかどうかわかりませんが、さっき言った人口抑制にこれだけやっぱり今厳しい状況が

あるから、ここを広げて整備すれば、そういうのはやっぱり市民にね、もう少しわかりや

すく、広げて、旧ゆめタウンのところとカツハラ、駐車場等をね、広げて整備するから、

人口抑制になるし、これだけ活性化に繋がるんだよというようなことをわかりやすくしな

いと、何かその資料で見たら人口抑制にはあまり期待できないということもあるし、単な

るにぎわいのためにというだけでこれだけ投資がね、事業効果という面でもはっきりわか

らないということですから、これ、最後の質問にしますけれども、当初なかった旧イズミ

とカツハラとかの駐車場のところですね、これ、広げたというのがこの特別委員会の８年

前の資料はないわけですから、それから広げたっていう最大の理由といいますかね。ちょ

っとわかりやすく説明してもらえばと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　企画部長。 

○企画部長（國川昭治君）　平成１９年の資料ということで今お話をいただいたところで

ございますが、エリアを旧ゆめタウンの跡地まで広げたということについては、これまで

も特別委員会のほうで説明をさせていていただいたところでございますが、やはりこの中

心地に新たな複合施設を整備するというところの中で、あの建物を残置したままでありま

すと、まずは旧ゆめタウンの施設の老朽化により、やはり危険建物になっていくだろうと

いう見込みがあるということも１つ。 
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また、エリアを一体的に活用することによりまして、商業ゾーン、複合施設の相乗効果

が生まれることによりまして、にぎわいが創出されるということから、一体的な整備をし

ていきたいということで、これまでも説明させていただいたところでございます。 

こういったことから中心地にそういう施設ができ、人が集まることによりまして、人口

減少に歯止めをかけるという観点からも効果があるものと考えております。以上でござい

ます。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　部長にちょっともう１回確認したいのは、何のために広げるかとい

う面では、広げた理由の分でね、要するに旧ゆめタウンを放置したら危険だというのはち

ょっと最初の説明がありました。だから、そういった民間施設への対応をどうするかとい

う面では、よっぽど慎重に扱わないとね。だから、こういった施設の分で、アイフルの件

でこの前落下しましたけども、ああいったちょっと規模の大きさは違うにしても、大きな

ビルが老朽化でいろんな地域の人に危険を及ぼすという、そういった分があれば、そこま

でも広げて、市として解体費なり、そういったものを整備するということになれば、よっ

ぽど説明責任がはっきりしないとね。だから、私が言ったのは、せめてここの部分で言え

ば、広げた理由、旧ゆめタウンを広げる理由としては、これだけにぎわいをつくって、具

体的にわかりやすいのが人口の減少に歯止めをかけるという、その説得がないというのは

ね、どうも私は理解できないんですよね。わかりにくいけども、それでいいのかどうかが、

ちょっともう１回わかりやすくちょっと説明できるのであればしてほしい。 

○委員長（山元経穂君）　企画部長、答弁の前に今質疑者からあった話は皆さんもご存じ

のように特別委員会でも度々繰り返して、いろんな質疑、応答がなされてきたところだと

思うので、簡潔かつわかりやすく明瞭にお答えいただきますようよろしくお願いいたしま

す。 

企画部長。 

○企画部長（國川昭治君）　もう１例で挙げさせていただきますと、例えば図書館でござ

いますが、現在の図書館ですと、若い子のニーズ、要望があります自習室等がないと、少

ないという状況でございまして、今現在、若い高校生等は他市の施設を利用されたりとい
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う状況もある中で、やはり複合施設にそういう若者が利用する施設ができてくるというこ

とにおいては、そういった意味でも、この点だけを取って説明させていただいていますが、

非常に効果が大きいものと考えているところでございまして、そういうものができること

によりまして、やはり若者が中心地に集まってくるということから、人口減少等について

も効果はあるものと考えております。以上でございます。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

宇野委員。 

○委員（宇野武則君）　質問ではないんのだがね、今、部長がこのゆめタウンを放置して

おったら、どうだこうだと言っていたが、ああいうことをあんまり言ってはいけないのよ。

他にいっぱいあるのだから。あなたに責任が取れるか。ものを建ってというようなことを

言いなさんな。今、質問者が言っているように人口減がこれくらい回復するのだというよ

うなものに持っていかないと、広島なんかあれだけ整理、いろんな施設を造ってから、ス

ポーツから何から。人口が最大で減ったでしょう。ハコモノには増える要素はないよ。だ

からね、もうちょっと決算だからね、答弁は慎重に考えてやらないと。ただ漠然とね、い

いことばっかり言ってもらっても困るのよ。広島に先週も２回行ったけど、寂れとるんよ。

だから、そういう現実があるのだからね。ものはね、これはいくらでも出てくるのよ、こ

れから空き家が。放置しているようなことを言ってはいけないのよ。そうなると、また突

っ込みたくなるからね。だから、もうちょっと慎重に考えてものを言ってもらわないと困

る。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

ないようですので、続いて、企画費に入りたいと思います。企画費で質疑のある方はお

願いいたします。 

平井委員。 

○委員（平井明道君）　１２９ページ、一番上の出会いの機会創出事業、何人竹原に来ら

れて、人口増に何人来られたのか、お聞きかせください。 

○委員長（山元経穂君）　企画政策課長。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　出会いの機会創出事業の委託料についてでございます。
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こちらのほうの利用者でございますが、令和６年度におきましては、２１名の方にご利用

いただいております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　２１名利用されて、何人、事業効果があって、竹原に来られたの

か、お聞かせください。 

○委員長（山元経穂君）　企画政策課長。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　こちらの事業のほうがマッチングアプリの月額利用料

を補助するものでございまして、そちらのほうに２１名利用していただいております。何

人来られたかということでございますが、こちら市内の人を対象に補助をしているもので

ございます。マッチングアプリでの効果といいますか、マッチングした人数というところ

はアンケートのほうは取っておりますが、人数については把握しておりません。効果とい

うところですが、実施後、アンケート調査をしたところ、数はちょっと少ないのですけれ

ども、アンケートにお答えいただいた方の８割の方がこの事業を通して、希望どおりの結

婚に向けて後押ししたと感じますかといったところに、感じているというふうにお答えい

ただいております。今回の出会いの機会の創出ということと、こういった結婚に対する意

識の変化といったところが効果になろうかと考えております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　これ確か、人口減少対策でこれをやられたと思うのですけど、こ

の竹原に人口を増やすっていう政策で確か、ニュースにも載ったと思うのですけど。何人

来ているかわからないっていうのが、利用客が２１名いるかもしれないけど、何人来てい

るかわからないっていうのが実質だと思うのですけど、これ、まだ続けられますかね。 

○委員長（山元経穂君）　企画政策課長。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　今年度におきましては、予算の議決をいただいて執行

しているところでございます。 

○委員長（山元経穂君）　企画政策課長。今年度って言ったら、この場では令和６年度の

ことになりますので、７年度っていうふうにお願いします。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　令和 7 年度においては引き続き、事業を実施しており
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ます。８年度につきましては、今年度の利用状況も踏まえまして、慎重に検討して参りた

いと思っております。また、結婚支援の取組につきましては、この単市の取組というのも

ございますが、これまでにも議員さんのほうから広域連携のほうで検討してはどうかとい

ったようなご意見をいただいております。実際に、広域連携都市圏のほうでも今年度結婚

支援について、どういったことができるかといったような調査を始めましたので、そうい

ったところとも検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　３番の移住定住促進に要する経費で、事業の効果について、お聞

かせください。 

○委員長（山元経穂君）　移住定住促進に要する経費全般でということですね。 

○委員（平井明道君）　はい。 

○委員長（山元経穂君）　事業の効果。企画政策課長。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　移住定住促進に要する経費のところの事業効果でござ

います。令和６年度におきましては、実際に移住された方が７世帯、１５人となっており

ます。また、相談を受けた数ですが、７８件となっております。移住定住施策につきまし

ては、これまでに竹原に来ていただくためにということで関係人口の創出事業であります

とか、お試し暮らしの宿泊助成をして竹原暮らしを体験していただくといったような事業

を行っております。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　これ、ちょっと自分が間違っていたらすみません。これ、ＤＭＯ

がやっているほうの移住定住じゃない、これ、別ですよね。このＤＭＯの事業との、ＤＭ

Ｏがやっている移住定住との違いをお聞かせください。 

○委員長（山元経穂君）　企画政策課長。 

○企画政策課長（宮川ゆかり君）　ＤＭＯとは常に連携しながら、移住定住ということで

一体的に行っております。ですので、こちらのほうに相談に来られる件数につきましても、

竹原市役所の企画政策課のほうで移住定住のほうをやっておりますし、都市整備課のほう

では住宅のほうの空き家対策ということでやっております。ＤＭＯのほうにも移住定住の
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相談ということで来られますので、そういった相談ケースを合わせての実績となっており

ます。ＤＭＯのほうでは、竹原市内だけでなく、例えば県外のほうに出向いてのＰＲ活動

とかっていうこともされております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　もうちょっとわかりやすく、ＤＭＯの移住定住との違いがもし、

わかりましたら、わからなかったら大丈夫です。 

○委員長（山元経穂君）　答弁できますか。産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　ＤＭＯのほうでは今、市のほうでもそういった２つの窓

口がありますけども、ＤＭＯのほうでは相談体制の構築とか、相談対応ということで、今、

移住サポートセンターというところですね、今そこを拠点として移住コーディネーターと

か、そういった移住プロモーションを含めて、移住定住のそういった相談業務を行ってい

るところでございます。市とＤＭＯとの違いって言いますと、ＤＭＯのほうではいろんな

東京とかですね、関西とか、そういったところの移住フェアに参加して、それで竹原に来

ていただくような、そういうプロモーション的なことも含めて行っているというところで

ございます。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、どうしますか。まだ、企画部のところって。多分いろいろ皆さんか

ら質疑が出ると思いますので、ここで閉じて、昼からやろうと思いますが、それでよろし

いですか。 

それでは、午後１時まで暫時休憩いたします。 

午後０時０１分　休憩 

午後０時５７分　再開 

○委員長（山元経穂君）　それでは、休憩を閉じて、議事を再開いたします。 

午前中の続きから行います。項で総務管理費、目のほう、９番、諸費、１３７ページ、

諸費について、質疑のある方はお願いいたします。 

ないようですので、次に１２番の電算管理費、ここの説明のところに記載されている中

で質疑のある方はお願いいたします。 
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続きまして１６番、庁舎移転費について、質疑のある方はお願いいたします。 

続きまして、民生費、３番、民生費の項で社会福祉費、６、人権推進費で３、人権計画

教育啓発活動に要する経費の１８番、竹原市企業関係者同和問題研究協議会負担金のみで

質疑がある方はお願いいたします。 

続きまして、款でいきます。労働費で質疑のある方はお願いいたします。２１９ページ

です。 

ないようですので、次に、これも項でいきたいと思います。款の６番、農林水産業費で、

１の農業費について、質疑のある方はお願いいたします。１番の農業委員会費、２番の農

業総務費、３番の農業振興費、４番の畜産業費まで。農業費で質疑のある方はお願いいた

します。 

下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　ページは２２３ページ。経営所得安定対策に要する経費の１８

番の経営所得安定対策推進事業補助金３３万５，０００円。これの事業効果等について、

お伺いさせていただきます。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらの経営所得安定対策推進事業補助金につきまして

は、水田収益力強化のビジョンに基づきまして、地域の特色を生かした魅力的な産地づく

りに向けた取組を進める産地交付金の申請に関する支援、それから、畑作物の直接支払交

付金や米、畑作物の収入減少影響緩和交付金とかですね、畑地化促進事業の担い手に周知

する取組などを行っているものでございます。主に、高収益作物ということでレタス、レ

ンコンへの転換により、効果が図られているものと思います。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 

○委員（下垣内和春君）　この安定化所得対策事業について、農家の方がどのぐらい利用

されているかについて、教えてください。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　約４０名の方が利用されております。 

○委員長（山元経穂君）　下垣内委員。 
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○委員（下垣内和春君）　農業所得、少しでも上げるという形でこういう補助金が出てい

ると思うのですが、なかなか畑作とかいっても、なかなか農業者がですね、規模を拡大し

ていくのは大変難しいところがあろうと思うのですが、どうしても農業に努めていかなき

ゃいけないと思いますので、令和８年度に向けてですね、やはりそういう農業者が増える

ように努力をしていただきたいと思いますが、その辺について、最後にお伺いいたします。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらの補助金等につきましても、その上段にもありま

す推進事業補助金、生産調整の補助金もございますけども、そういったところをしっかり

農業者の方に周知していくとともに、こういった高収益作物への転換というところの効果

が図られているという、そういう状況も含めまして、さらなる情報提供とか、そういった

形でしていけたらと思います。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　農業振興の２２５ページ、３番の郷土産業振興館の指定管理委託

料、これは加工の量の推移とか、売上実績っていうのを聞いても大丈夫なのですか。 

○委員長（山元経穂君）　大丈夫です。 

○委員（大川弘雄君）　お願いします。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　郷土産業振興館につきまして、例えば、販売収入につき

ましては、令和６年度は３９６万２，３４９円となっております。令和６年度から指定管

理っていうことになりましたので、その指定管理料の６１０万９，０００円、それから預

金利息とか雑入を入れまして、歳入のほうが１，００７万７，９００円という状況です。

歳出のほうは、消耗品、それから印刷製本、光熱費とかですね、いろんな手数料等も含め

まして、今の歳出のほうが７９７万８，８１７円という状況で、収支で差し引きますと、

２０９万９，０８３円という状況でございます。 

○委員（大川弘雄君）　答弁漏れ。加工した量とかっていうのは推移がわかりますか。量

はわからないですか。 
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○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　加工の量まではちょっとあれなんですけども、主な加工

品としては鯛の漬け丼とか、鯛のフライ、それから鯛しゃぶセットと鮮魚の姿、それから

刺身用の柵とかですね、あとは海ブドウの生のものと海ブドウの塩漬けと、あとハッシュ

ドポテトと米粉などを一応加工品として作っている状況です。すみません、ちょっと量ま

では把握できてなくて、申し訳ございません。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　ちょっと鯛とかの量が減っているように見えるのですけども、道

の駅とかでも置いてないよね。多分、ふるさと納税のほうでもういっぱいいっぱいじゃな

いかと思うのですよ。道の駅には今出てない部分もあるのですが、これをちょっとどうい

うのか、量が少なくなっているというのは感じているのかどうかっていうのは、今のこと

を言ってはいけないのか、去年のことか。去年の実績として、量を増やす取組っていうの

はしているのですか。特に、ふるさと納税の部分ではありますか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　鮮魚のほうにつきましては、確かに漁獲量が年々ちょっ

と落ち込んできているという状況と、あとは今、ＤＭＯのほうでふるさと納税で返礼品を

いろいろ作っているという状況で、また新たなメニューといいますか、そういったところ

を含めて、今後そういったものを作って新たな商品として、また返礼品等で使っていけれ

ばというふうには考えております。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　僕が知っている範囲では刺身とか、結構評判が良いらしいですよ。

急速冷凍を入れているので、おいしいということなので、そこをもっと伸ばしていかない

といけないのでしょうけども。どうも、タコもそうですけど、鯛もなかなか今、漁獲量が

下がっているじゃないですか。それに対しては、何か考えていかないといけないと思うの

ですけど、それは水産のほうで言わないといけないのかな。はい、そっちでまた聞きます。

量を増やしていくという方向での取組の必要性についてはどうですか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 
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○産業振興課長（松岡俊宏君）　確かに、そういう量を増やしていくっていうところは必

要であるというふうに考えておりますし、多分後程出てくると思うのですけども、栽培漁

業事業化促進事業補助金というのがございまして、竹原市もそういう形で補助金を出して

いるのですけども、瀬戸内海を代表する真鯛ですよね。そういった地域資源の増大のため

にですね、毎年５万２，０００尾ほど中間育成したものを放流しているという、そういっ

た取組をしておりますので、そういったところで今後、少しでも漁獲量が上がるような取

組につなげていければというふうに考えております。 

○委員長（山元経穂君）　堀越委員。 

○委員（堀越賢二君）　同じく２２５ページの３番、郷土産業振興に要する経費、こちら

のほうで指定管理者として芸南漁協さんということなのですけれども、以前私も質疑をさ

せていただいたときに加工品においてですね、商品開発、これ、力を入れていかなくては

いけないということで、先ほどの話の中で、どうしても海産物ばかりに目がいっているか

ら農産品、農業振興のほうはどうなって、そちらのほうも大事じゃないのですかっていう

ような質疑を以前もさせていただきましたが、この指定管理ということで指定管理者さん

における何か、農業関係、農業の産品のほうでの新しい取組であるとか、産品ができたと

か、そういうことの事例はないでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　農業関係でいけば、今タケノコの水煮とか、あったと思

うのですけども、それが昨年、一昨年とずっと不作ということで、去年、一昨年は確か裏

の年かなんかで、その次が表の年だったんですけども、それでもちょっと不作っていう状

況がありまして、その辺の品物をなかなか入手できなかったりとかがありまして、そうい

った加工品の取組ができなかったということでございます。ただ、議員さんがおっしゃら

れるように、海産物だけじゃなくて、そういった農産物もやっぱりいろいろ加工してです

ね、もっとこう売り出していくような取組が必要であるというふうに考えますけども、な

かなか今、漁業組合のほうが今の産業振興館を管理運営しておりますので、なかなか我々

が関与して、その辺の新たな産品として取り組むような話し合いはしていこうと思います。 

○委員長（山元経穂君）　堀越委員。 
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○委員（堀越賢二君）　これは２２３ページにもあった地域おこし協力隊のほうとかの、

以前だと、そこら辺との協力というところもあったのですけれども、やはり指定管理者の

特性として、どうしても得意分野の商品開発っていうところとか、そちらのほうにどうし

ても力が行くようになるのはもう、それは自然としてしょうがないと思います。ただ、や

はり竹原においては山間部の中でいろんな商品もありますし、枝豆の栽培ですとかトウモ

ロコシ、そういったような非常に農薬を使わず、いいものの商品っていうのがあるので、

それを利用する飲食店さんも、小ロットで利用できるからすごくいいんだっていうような

ことを言っていました、枝豆に関しては。なので、やはりそういった農作物のものの活用

とか、生産者を後押しするようなことをしなければならないと思います、産業振興館なの

で。であれば、やはりそこのいろんな会議とか打ち合わせとか、そういう情報提供とかも

含めて、竹原市とその指定管理者の方がどれくらい協議の場を持たれているのか教えてい

ただけますでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　ちょっと戻るんですけど、新たな商品開発というとこで

いけば竹原バーガーを、今のフィッシュバーガーというのを作っている経緯もありまして、

そこで今のハッシュドポテトを使ったりとか、魚のフライですよね、そういったものも使

って、商品開発したっていう経緯がございます。産業振興館の今の組合のほうで、指定管

理者の組合のほうとの協議の場っていうのは、定期的に組合のほうに我々も行きまして、

そういった新たな商品開発に向けた話し合いというか、協議の場といったのは定期的に一

応設けている状況でございます。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、２、林業費について、質疑のある方はお願いいたしま

す。ございませんか。 

続きまして、次第表の４ページ、項、水産業費について、質疑がある方はお願いいたし

ます。ないですね。 

ないようですので、続きまして、商工費に入りたいと思います。商工費のまず目、１、

商工総務費で説明のところに記載があることについて、質疑のある方はお願いいたします。
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よろしいですか。 

続きまして、２番、商工業振興費について、質疑のある方はお願いいたします。 

平井委員。 

○委員（平井明道君）　２３７ページの一番下、７番、地域おこし協力隊員の報償ですね、

１５９万９，６００円。これは、どこの協力隊なのか教えてください。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらの地域おこし協力隊の報償につきましては、こち

らはスタートアップ支援の会社の方の協力隊ということで、令和６年１０月から委嘱して

おります。この方が今学校の探究学習ということで、忠海学園とか賀茂川中学校のほうで

すね、いろんなプロポーザルとか提案の仕方とか、そういった取りまとめとか、自分のス

タートアップの会社で働くまでの経緯とか、そういった経験を今学校へ行ってお話をして

いただいたと、そういう経緯がございます。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○委員（平井明道君）　先日もちょっとお聞きしたのですけど、優秀な協力隊員が１人辞

められたとお聞きしたのですが、ちょっとこれは会計年度でも継続して雇用されているの

に、なぜ優秀な人材を手放すのかという市民からの声を聞かせてもらいました。今後、２

０代、３０代が定着できるように仕事を今後きちんと与えていくべきだと思いますが、ど

うお考えですか。 

○委員長（山元経穂君）　ちょっと答弁の前に、すみません、それか解任された、辞めら

れたのは令和６年度の話ですか。違う。人材活用についてというところの視点で、産業振

興課長、答弁をお願いいたします。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　いろんな今の農業系とか今のこのスタートアップですと

か、そういったことで竹原市にいろんな意味で貢献していただくような、そういった協力

隊の方を引き続き募集していって、いろんな学習の場で活躍していただきたいというのと、

あとそういった子どもたちにいろんな自分の経験とか、先ほど申し上げましたが、そうい

ったことを伝えていけるような取組と、あとできれば、その協力隊の任期満了後に竹原に
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残っていただいて、仕事をそのまま続けていただければというふうに考えております。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。どうぞ。 

○委員（平井明道君）　続いて、２３９ページの１４番、施設整備工事費１，７４７万９，

０００円は、これはどこの整備をされたのかお聞かせください。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらは施設整備工事ということで１，７４７万９，０

００円、これは前年度、５年度からの予算の繰越分ということで、こちらはですね、今の

ＤＭＯのコワーキングスペースＳＯＬＦＩＬの、今、施設整備費として工事の部分ですね、

そういったことで活用させていただいております。 

○委員長（山元経穂君）　平井委員。 

○副委員（川本円君）　その下の施設用備品はどこの備品なのか、これも教えてください。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらもコワーキングスペースＳＯＬＦＩＬのですね、

そういった備品等の必要な部分として活用させていただいたものでございます。 

○委員長（山元経穂君）　大丈夫ですか。その他、ございませんか。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　２３９ページ、サテライトオフィスの実績をお願いします。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　サテライトオフィス等誘致促進助成金ということで１０

０万円でございます。こちらは、令和４年の１１月１日に事業開始のため、令和５年度が

第１回目の支給で、令和６年度が第２回目の支給ということで１００万円を支給しており

ます。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　１件ですか。大川委員、いいですか。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　１件ということで、予算のこともあるんでしょうけど、日本中で

もうあっちこっちでサテライトオフィスという方向で、オフィスの間借りということで、

賃貸のことも楽なんだそうです。東京に住んでいてもこっちでオフィスを持ったり、２拠
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点のこともありますので、もっともっと、こう活用してもらえるような取組が必要だと思

うんですけども、今、どうもこう待っているだけみたいに見えるのですけど、これをサテ

ライトオフィスを呼んでくるっていう誘致活動としてはどのようなことをやっていますか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　今、町並みでいけばレガシーさんのほうが今中心となっ

て、スタートアップの会社とかといろいろつなげていただいているという状況ございます。

我々もそこに入って、レガシーと一緒になってそういった取組をしている中で、やっぱり

その会社同士の繋がりってのが出てきますので、そこをうまい具合につなげて、ぜひ、誘

致に向けて取り組んでいきたいと思います。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　そのためにはその事務所となる場所が必要じゃないですか。例え

ば、学校の跡地とかね。そういうものは、広げて準備をして待っておかないと、空き家を

見に来てもなかったら帰るみたいですよ。そういう点では、その準備という方向ではどう

考えていますか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　確かにおっしゃられるとおり、実際話があっても来る場

所がなければ、そういう誘致に繋がりませんので、そういったところも含めて、確かに空

き家でいけば都市整備課とかですね、そういったところにも、今の空き家の情報とか、そ

ういうのがございますので、いち早くそういう情報をキャッチして、うまい具合にそこを

つなげるように取り組んでいきたいと思います。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして、３番の観光費について、説明のところに記載されてい

る項目で質疑のある方はお願いいたします。 

平井委員。 

○委員（平井明道君）　２４１ページの１４番、施設整備工事、こちらもどちらを整備さ

れたのかお聞かせください。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 
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○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちらも先ほどと同じように、令和５年の繰越事業でご

ざいまして、地域一体となった観光地、観光産業の再生、高付加価値化事業といたしまし

て、町並みの旧吉井家住宅、それから旧松坂家住宅、それから上吉井邸、竹原市歴史民俗

資料館のライトアップに使っております。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　いいですか。 

松本委員。 

○委員（松本進君）　２４１ページのまちづくり事業で、それであと、すみません、これ

に関連して、竹原ＤＭＯの関連だと思いますので、この関連の資料、決算資料を出してい

ただいているのが、３７ページ、これはＤＭＯの収支報告・人事体制、あとは３８ページ

に機構の収支決算ということで出していただいております。これでちょっと見ますと、３

８ページの決算書の中に支出の部で事務費の人件費が１，４００万円ぐらいありまして、

これは決算資料３８ページですね。それで、その前の３７ページが人事体制と配置という

のが真ん中のほうにありますが、これ１２名になっています。それで、確認をしたいのは

この事務費、人件費が１，４００万円余りの人件費の中で、その前ページの１２人の体制、

職員体制の給料といいますかね、なっているのかを確認しておきたいと思います。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　資料要求の中の今の収支、決算状況ですね、そちらのほ

うの事務費、人件費等についてです。１，４０１万２，０００円。こちらのほうにつきま

しては、地域おこし協力隊２名の特別交付税を充てた人件費とその活動費、事務費、そう

いったものがこちらで計上させていただいております。それから、今の人員のほうにあり

ます１２名でございますけども、こちらのうち、事務局長は私ですけど、それ以外の市の

職員３名等につきましては、こちらは市のほうから今の給料を払っておりますので、それ

以外のところは、今のその収支状況の中の支出の部の事業費がありますけど、その各事業

費の中でその人件費等は賄っているという状況でございます。 

○委員長（山元経穂君）　松本委員。 

○委員（松本進君）　今説明では、私がちょっと聞きたかったのは人件費、３８ページの

事務費の人件費が１，４００万円で、これが前のページの１２人かというと、そうではな
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いという説明があって、この１，４００万円というのは地域おこしの２人分だということ

がありました。それで、後はここのまちづくり機構の他の人件費といいますかね。だから、

１２名のうち３人は市の職員、あとは非常勤を含めて８人ですか。８人はさっき言った事

業費から、どのぐらいかかっているんかなと。人件費はどのぐらい、８名分ですかね、ど

のくらい必要になっているのかなっていうのはちょっと確認できますか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　具体的に言いますと１２名のうち地域おこし協力隊が２

名で、市の職員が５人。残りの人員、今のそのフルタイムとか、いろいろあると思うので

すけども、事業課長も、事務職員も含めての人数は今のそれぞれのですね、事業費の中で

人件費がかかっているというか、賄っておりますので。 

○委員（松本進君）　だから、事業費の中で払っているってことで、ちょっと別のほうに

は出てこない。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　事業費の中にあります。 

○委員長（山元経穂君）　物件費みたいなもの。 

　松本委員。 

○委員（松本進君）　次に、この３８ページの資料の分で補助金が２，３６３万９，００

０円ですか。補助金が２，３００万円超出ております。それで、さっき言った決算書のと

ころを見ると、このまちづくり観光事業の経費ということでいろいろ出ているのは、補助

金という書き方ではないのですけれども、５，１００万円、この決算ではね、５，１００

万円ぐらい決算書で計上されております。決算書の２４３ページのところで、補助金の詳

しい分が下のほうに、５，１００万円の中に補助金として、まちづくり観光事業補助金と

して、負担金が５０万円か、補助金が１，５４０万円ですかね、というふうになっていま

す。それで、ちょっと確認したかったのが、この決算資料の３８ページのほうは補助金が

２，３００万円強になっていて、それでこっちの決算書を見ると、負担金が５０万円と補

助金が１，５４０万円で、１，５９０万円になるのですが、あとの残りと言いますかね。

２，３６０万円の補助金の内訳の中で１，５９０万苑ぐらいここに書いてあるのだけど、

あと残りの分はどこに載っているのかなというのがわかればちょっと教えてもらえますか。 
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○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　今の収支決算状況の補助金部分ですけども、２，３６３

万９，０００円ですけども、このうち今のこの決算書のほうでいくと、観光まちづくり事

業補助金の１，５４０万円ですね。それと、移住定住プロモーション事業補助金３５０万

円がここに入っていて、その差額が４７３万９０００円ほどあると思うのですけども、そ

れがＤＭＯが独自で補助申請をして行っております国のインクルーシブ補助金というのが

ございまして、それが約３００万円ぐらい。それから、県の観光連盟の大久野島ガイド育

成のそういった補助金をですね、１７６万円ですかね、約、それぐらいがこの中に入って

いるというところから、その差額が出ているということです。 

○委員（松本進君）　わかりました。 

○委員長（山元経穂君）　その他、ございませんか。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　同じところです。２４１ページの観光まちづくり事業に要する経

費。これ、できれば各々の１２番、１２番、１８番、ＤＭＯの事業がいっぱいありますけ

ども、これ、それぞれの内訳っていうのはまた難しいのでしょうけど、これ、実績って表

現できる部分ってあるのですかね。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　簡単にですけども、例えば観光まちづくり委託料１，７

９３万円の内訳につきましては、例えばブランディング推進事業として、ブランディング

ツールを作成しております。法被とか前掛け、のぼり旗、ポロシャツ、あとステッカーと

かですね、ロールスクリーン、それからウィンドブレーカーとか手提げ袋を作成しており

ます。その他、竹原点景というサイトのほうの運営をしております。それから、あと情報

データベースの構築として、憧憬の路などのイベント等のコンテンツについて、プロモー

ションの写真の更新を図っております。それから、令和６年から令和９年度を計画期間と

しますアクションプラン、竹原みらいの観光ブランド戦略につきまして、アンケート調査

を実施しております。その中でアンケート調査の結果から、特に飲食店の充実であります

とか、アクセス面の利便性の向上、それからデジタル観光情報の強化など、体験型アクテ
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ィビティーの増加が今後観光満足の向上に繋がるということが想定されまして、今後、瀬

戸内エリアでの広域連携を進めるなど、竹原市の魅力の可能性をさらに引き出す施策も重

要であるということがわかっていると聞いております。それから、歴史的建造物等の活用

事業につきましては、竹原市とバリューマネジメント株式会社、それから、ＤＭＯの３社

で定期的な協議会を開催いたしまして、今後の活用方針として、財源の確保と改修スケジ

ュールについても協議を行い、旧松坂家住宅ですとか、歴史民俗資料館について、収益性

も含めた持続可能な活用に係る今後の方針というものを定めております。あと観光プロモ

ーション等でいきますと、国内外向けのＳＮＳを活用した情報発信でありますとか、パン

フレットの作成、それから、国内では今のプロモーションに向けた、そういった出展を行

っております。国内では広島、関西、それから名古屋のほうにも出向いております。海外

では台湾とかタイとか、そういったところに向けても、そういった出展を行っているとい

う状況でございます。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　予算のときも出てきた内容ですので、実績というとそこになるの

かもしれないですけども、なかなかこれ、効果を言いなさいというと難しいと思うのです

よ。僕は実績が、その効果の部分のね、こういう今言われたのはこういう事業やっている

っていう部分は言われましたけど、それによって竹原市がどうなったかっていう部分はな

かなか難しいのだと思うのですよ。この観光とかいう部分、売上が上がったとかね、そう

いう部分はなかなか出てこないじゃないですか。そういう点からしても、なかなかこのＤ

ＭＯ１社で全部をやってもらっているので、あれもこれもお任せみたいに見えるので、こ

れって今聞いているだけでもなかなか理解は難しいのだけど、ＤＭＯの決算とかっていう

のを見られないのですかね。 

○委員長（山元経穂君）　見られるでしょ。 

○委員（大川弘雄君）　そういうのをいつの時点か出してもらわないと、その事業の内容

は理解できる部分もあるのですが、実際にそれをやって、いい方向に向かっているのかど

うかっていうのは判断しないといけないでしょ、いつかは。今、準備段階から始まって、

やっと動き始めたみたいなね。人件費がほとんど占めるのでしょうけども、しかし、今の
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時点を１としたならば、ＤＭＯが関わって、それが２になった、３になったっていうとこ

ろを出してもらわないと。事業としてはね、一生懸命やってもらっていますよというわけ

にはいかないでしょう。その辺はどう考えておりますか。 

○委員長（山元経穂君）　まず、答弁の前に整理させてください。今、決算を質疑者が出

せって言ったのですが、これ自体がもう決算書でありますよね。これより詳しい内容とか、

そういうものを出せるかというような話ではないかと思いますが、その辺を含めて、答弁

をお願いいたします。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　今、決算書の数字部分につきましては、先ほど資料要求

であった内容になってくるかと思います。常任委員会でも出しました、それぞれの分野と

いいますか、委託、補助金につきましても、実際どういう形で取り組んだかっていうとこ

ろが、今の委員会の中で説明させていただいたと思うのですけれども、その中には目的で

ありますとか実施内容とか、今の目標、実績、あと効果等も一応出ておりますので、現段

階ではそれがすべてというか、出せる範囲内の報告というか、説明になるかなというふう

に考えております。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　まだ動き始めたところという部分も多いのでしょうけども、何せ

いろんな予算を国からも含めて、いろんなところからいっぱい出てきて、それを同じ人た

ちがやっているわけですよ。だから、効率がいいと言えばいいのでしょうけど、それは民

間のいいところでしょうけども、実際にどの辺までやってきているのか。竹原にどういう

ものが返ってくるのかっていうのはなかなか想像が僕はつかないのですよ。いい方向に向

かっていただけるんだろうなというふうには思いはあるのですけども、そういうのはやは

り国の補助金は特にわからないところですけども、直接行く部分が多いのであれですけど

も、その人たちと会って、内藤さんとは時々いろんなところで会うことはありますけども、

もっと働いている人と会って、困っていることとか、いろんな方向を見出していかないと。

極端に言ったら、僕はＤＭＯ１社に任せないで、例えばＤＭＯ、A、B とかね、やっぱりこ

う、競争してもらわないと頑張ってもらっているのはわかるのですけども、なかなか効果
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っていう部分は見えないのですよね。先ほどの結婚のあれもそうですけども、なかなか効

果っていうのは見えないと思います。時間がかかると思います。でも、それまで自由にし

てくださいというわけにはいかないので、その辺を話ができる場所を作ったほうがいいの

だと思うのですけど、そういうのは難しいのでしょうか。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員、それは議員とＤＭＯがっていうことですか。ちょっ

と問題が大きくなりましたけど、ちょっと暫時休憩いたします。 

午後１時３５分　休憩 

午後１時３６分　再開 

○委員長（山元経穂君）　休憩を閉じて、議事を再開いたします。 

これはちょっと私の一存だけでは何とも言えないところなので、この決算で行くのか、

それとも担当委員会で行くのか。担当委員会で行っても、別に付いて行きたければ、他の

委員会の人も視察には同行できるはずなので、その辺の、またちょっと別の形で判断を仰

ぎたいと思います。 

その他、ございませんか。 

宇野委員。 

○委員（宇野武則君）　この決算が出ている。ここへ１１人か。呉なんかは９人だが、こ

こは業者の方が職員なんかがいるのではないのか、この機構の中に。観光会社のほうから

派遣しているのではないのか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　観光会社ではないのですけども、バリューマネジメント

というところから地域企業人材派遣ということで、その職員さんが今ＤＭＯの中にいらっ

しゃいます。 

○委員長（山元経穂君）　宇野委員。 

○委員（宇野武則君）　あのね、こういうような人間を入れたら駄目よ。絶対、前にいか

ない。うちはあちこちの観光連盟に入っているがね、市の職員がしっかり竹原の観光はど

ういうものがあるのかということをね、やっぱり把握してから対応するようにしなければ。

こういう業者が入ったら、この前も本会議でチラシを見せたように、今年の３月に終わっ
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たら、あれはものすごく不評なのよ。実績を上げるために、ああいうのを作っているだけ

よ。金を消費しているだけよ。だからね、この前も言ったように、商工会議所の副会頭と

長く話をしたのだが、やっぱりね、地元のものは地元の者がやっぱり開発していかないと、

観光資源を。それでね、今あなた、東京のほうへ行ったり、外国のほうへ行くことはない

んよ。全部ネットで調べてくるのだから。私は「ＹＯＵは何しに日本に来たの」というテ

レビが好きでずっと見ているけど、むすびを研究したり、何やかんや研究して、店長が教

えての。今度は帰って商売している。そういう時代だから。のこのこのこのこ、外国のほ

うまで行って、商売することはない。それが今のそういう会社にとったら、実績のために

やるだけよ。銭を使ってもらうだけよ。だから、もうちょっと地に足をつけて、歴史でも

荘野のほうへチラシでも市は３００部程を出しているが、荘野の人は３０万円でやってい

る。ＤＭＯは３００万円使っている。だから、もうちょっとね、竹原というのは観光資源

を自分らの足で開発していかないとだめよ。私はね、阿波島でもね、この前も副会頭とも

阿波島を何とかしよう。あれ、土地を持っているから、話はしたのだがね。あれらもそう

思っている。海岸はやっぱり活かす方向性にしなきゃ駄目だと。あなたら、忠高の前のほ

うでも今年も大分いただろう、人が。ずっといるのよ、あそこへは。だからね、今年はハ

ゼやなんかを釣っていただろう、親子で。ああいうね、資源をやっぱり竹原の人間が開発

していかないと。こういうね、訳もわからない人間を雇ってやっていたら、会社の実績の

ために要らないことをするのよ。わかっているのだから。もうちょっとね、地に足がつい

たようにやらないと、あの移住定住なんか、そんなに甘いものではないのよ。だが、来る

ところには来ている。そこらを研究しないといけない。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

続きまして、４番の消費対策について、質疑のある方はお願いいたします。 

大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　２４３ページ、２番の電子マネー活用事業に要する経費のこれの

効果はどうだったのか、お願いします。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　こちら、電子マネーＰａｙＰａｙですけども、今回です
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ね、令和６年度は２７３店舗を対象として、ＰａｙＰａｙのほうを活用させていただいて

おりました。一応データを分析しますと、使われた方っていうのはやっぱり５０代、６０

代、７０代の方が多くて、あと小売店での活用、それから市内、市外でいけば、市内で活

用されている方が２割で、市外の方が８割、そういった状況でございました。あと７０代

とかですね、また８０代とか、結構お年を召した方も中には使っているという状況もござ

いましたので、またこういった電子マネーがいろいろといろんな世代にわたって浸透して

いるのかなというところでございます。以上です。 

○委員長（山元経穂君）　大川委員。 

○委員（大川弘雄君）　僕もＰａｙＰａｙ、大賛成なのですけども、これを使わない人も

やはりいるのだそうです。市外のマネーを持ってくるということは大変いいことだと思い

ますけども、竹原の予算を使っているので、市内の人が、竹原の予算と言ってはいけない

か、市内の人がもっと自分たちが使えるものもしてほしいっていう声もあるのですよ。そ

うすると、やっぱり商品券が使いやすいのだという一部の方も何人かおられます。それか

らすると、やはりこの割合的にね、ＰａｙＰａｙを例えば８やったら２は商品券とか、ミ

ックスでやるほうが受けがいいんじゃないかなっていう気もするのですよ。その点は何か

違う考えを持っていますか。 

○委員長（山元経穂君）　産業振興課長。 

○産業振興課長（松岡俊宏君）　ちょっと今、初めてそういうミックスでっていう発想を

初めて一応お聞きしたので、ちょっとその辺も含めて、できる、できないを含めて検討で

きればというふうに考えております。 

○委員長（山元経穂君）　よろしいですか。その他、ございませんか。 

ないようですので、続きまして５番、地域活性化イベント事業費について、質疑のある

方はお願いいたします。よろしいですかね。 

続きまして、款で土木費で、項で伝統的文化都市環境保存地区整備費について、質疑の

ある方はお願いいたします。ございませんか。 

ないようですので、次に特別会計に入りたいと思います。 

公共用地先行取得事業特別会計、ページ数で言うと３６２ページ。歳入歳出一括で行い
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たいと思いますが、よろしいですか。公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出について、

質疑のある方はお願いいたします。ございませんか。 

ないようですので、以上で企画部、農業委員会の集中審査を終了いたします。 

次回は、明日１７日水曜日１０時から市民福祉部の集中審査を行います。 

以上で第２回決算特別委員会を散会いたします。 

お疲れ様でした。 

午後　１時３５分　散会 
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